
令和６年度介護職員等資質向上支援事業 委託業務仕様書 

 

１ 事業の目的 

  県内の介護サービス事業所等（以下「事業所等」という。）が、自らが雇用する

介護職員等に研修を受講させる場合に、その代替職員として、労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律第 88号。以

下「労働者派遣法」という。）に規定する労働者派遣事業者（以下「委託会社」と

いう。）を通じて、求職者等を派遣することにより、現任職員の研修受講を促進し、

もって介護職員等の資質向上を図ることを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１）代替職員の募集及び選考 

① 原則として、介護関係等の資格を有している者を選考し、派遣すること。 

② 介護関係等の資格を有する者とは、訪問介護員養成研修（１級課程、２級課 

程）、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修若しくは介護福祉士実務者研修 

の課程を修了した者又は介護福祉士、看護師、准看護師、介護支援専門員若し

くは社会福祉士の資格を有する者をいう。 

③ ②の資格を有していない者であっても、介護職員等として適性を有し、かつ、

介護現場での雇用を希望する者も対象とすることができる。 

④ 選考の結果、新規に採用することを決定した者は、委託会社の派遣職員とし

て登録すること。 

 

（２）代替職員の派遣人数及び派遣日数 

① ４０人程度で１人当たり３０日程度の派遣日数を目安とする。 

② 派遣日数は事業所等が策定した年間研修計画（現任介護職員等が研修を受講

する日数）に応じた研修受講に必要な日数を上限とし、当該日数が６０日を超

える場合は、６０日を上限とする。本事業の対象となる研修は別添「対象研修

一覧」のとおり。 

  なお、労働者派遣法により３１日以上の派遣契約が必要であることから、研

修受講に必要な日数が３０日以下の場合は、３１日間の派遣契約を支援対象と

する。ただし、１０日以上の研修受講日数を含む場合に限る。 

 

（３）派遣期間 

   代替職員の派遣期間は、労働者派遣法に抵触しない期間とし、令和７年３月 

３１日までの間で設定する。 

 

（４）事業所等の募集等 

県内全域の事業所等に対して事業の広報を行い、代替職員の派遣を希望する事

業所等を募集し、適切と認める事業所等を派遣対象として決定するものとする。 
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多様な派遣希望に対し、代替職員と事業所等を適切にマッチングし、代替職員

を派遣すること。 

なお、本事業の対象となる事業所等は別添「対象事業所等一覧」のとおり。 

 

（５）契約の締結 

① 代替職員及び事業所等の合意を得て、順次、代替職員との雇用契約及び事業

所等との労働者派遣契約を締結すること。 

② 代替職員が従事する業務内容は、事業所等における介護等の業務とする。 

 

（６）事業所等に対する派遣前研修の実施 

派遣の開始前に、派遣先事業所等における受入体制の充実を図るため、代替職

員の指導・相談役を担い、現場のリーダーである中堅職員等を対象に、マネジメ

ント能力等の向上に資する研修（新型コロナウイルス感染症等の感染拡大状況を

鑑み、オンラインでの研修も可能とする。）を実施する。 

 

（７）代替職員の労務管理及び給与等の支払 

① 代替職員の雇用に当たっては、労働者派遣法その他労働関係法令を遵守する

こと。 

② 代替職員に支払う賃金は、時間単位とし、介護業務経験や資格の有無により、

適切な単価を設定すること。 

③ 代替職員には勤務場所に応じた通勤手当を支給すること。 

④ 代替職員の雇用条件に応じ、社会保険に加入すること。 

⑤ 原則として夜間勤務及び超過勤務は本事業の対象としない。 

 

（８）派遣料金の請求 

委託会社は、派遣先事業所等から派遣料金（派遣人件費のみ）の１／３相当額

の支払を求める。 

 

（９）提案した企画の実施 

事業目的達成のための有効な企画提案がなされている場合は、その提案内容を

実施すること。 

 

３ 事業執行の要件等 

・本事業により、新規に採用・登録した代替職員が、派遣期間終了後、事業所等

に直接雇用された場合において、委託会社は事業所等に紹介料を請求してはなら

ない。 

・研修を受講する予定の介護職員等や、その者を雇用する事業所等の責に帰する

事由により、研修を欠席した場合、その研修日に係る派遣期間の代替職員の人件

費は、委託費の対象としない。 
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・本事業に係る関係書類は、委託事業完了の年度の翌年度から起算して、５年間 

保存すること。 

 

４ 対象経費 

 （１）代替職員の人件費 

   ① 賃金 

   ② 通勤手当等の諸手当 

   ③ 社会保険料の事業主負担分 

 （２）委託会社の人件費 

    委託会社は、上記２の業務を専門に担当する者を１名以上配置する。 

    なお、当該業務担当者に係る勤務日等の就業条件、旅行命令及びその費用に

係る規定については、委託会社の規程による。 

 （３）活動諸経費 

    委託事業を実施するために必要な諸経費（（１）及び（２）を除く。） 

 （４） （１）～（３）の経費に係る消費税及び地方消費税 

 

５ 留意事項 

・事業計画、予算及び事業運営上重要な事項は、事前に県と協議すること。 

・委託料の請求は、精算払いとするが、必要と認めるときは、委託料の一部を契 

約金額の１０分の３を限度として前金払いすることがある。 
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別添 「対象研修一覧」「対象事業所等一覧」 

 

  

○対象研修一覧 

・介護職員初任者研修(通信課程の場合はスクーリング部分のみ。) 

・愛媛県及び愛媛県が指定する法人が実施する認知症介護実践者等養成事業による研修 

・ユニットケア研修 

・介護福祉士実務者研修（通信課程の場合はスクーリング部分のみ。） 

・介護福祉士国家試験受験対策講座 

・介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修（実地研修を除く。） 

・（公財）社会福祉振興・試験センターが実施する民間社会福祉施設職員合宿研修会 

・愛媛県、県内各市町、関係団体等が実施する介護従事者向けの研修 

・その他県が適当と認める研修等 

※事業所等が雇用している介護職員等を対象に事業所内で行う職場内研修は対象としな

い。 

※新型コロナウイルス感染症等の感染拡大の影響を鑑みて、ｅラーニング研修、ビデオ

研修、オンライン研修も対象とする。 

 

 

○対象事業所等一覧 

・介護保険施設 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

・居宅サービス事業所（介護予防を含む。） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 

・地域密着型サービス事業所（介護予防を含む。） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、 

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、 

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、 

地域密着型特定施設入居者生活介護、 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 


